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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　植物種子の通根を許容する目合いを有するか、又は経時的に脆弱化して通根を許容する
下被覆材と、植物種子の通芽を許容する目合いを有するか、又は経時的に脆弱化して通芽
を許容する上被覆材との間に、植物種子を含む植生基材を、経時的に脆弱化して通芽・通
根を許容する袋体に充填して成る植生袋を配置し、上下の被覆材を適宜の間隔で繋留して
成る植生マットであって、植生マットの内部に、前記植生袋を覆うように粗大繊維を貼着
の手段をとることなく配置して成ることを特徴とする植生マット。
【請求項２】
　粗大繊維が、木毛、木片、シュレッダーダスト、藁などの植物茎葉、解した樹皮、布を
解した繊維の少なくとも一つである請求項１に記載された植生マット。
【請求項３】
　上被覆材の上下少なくとも一方に、植物種子の通芽を許容する目合いを有するか、又は
経時的に脆弱化して通芽を許容する第２の上被覆材を設置して成る請求項１または２に記
載された植生マット。
【請求項４】
　最上層に補強ネットを備え、この補強ネットを、それより下層の被覆材よりも引っ張り
強度が高い材料製として成る請求項１～３のいずれかに記載された植生マット。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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【発明の属する技術分野】
　本発明は、例えば山腹法面や切り通し法面などの地表面の植生保護に用いられる植生マ
ットに関する。
【０００２】
【従来の技術】
　上記の植生マットとして、図７（Ａ）に示すように、植物繊維よりなる厚手のマット２
１と、腐食性の薄手のシートまたは網状体２２との間に、植生基材２３を充填した水溶性
素材よりなる袋体２４を並列に配置して介在させ、そのマット２１とシートまたは網状体
２２とを締結部材２５によって固定して成るものが、以前に提案されている。
【０００３】
　かゝる構成の植生マットによれば、植生基材２３を充填した水溶性素材よりなる袋体２
４が降雨によって溶解し、植生基材２３がマット２１とシートまたは網状体２２とで挟ま
れた状態で、法面Ｎの凹凸に馴染みよく密着するのであって、シートまたは網状体２２を
通して植物種子が法面Ｎに根張りし、かつ、上部マット２１を通して植物種子が発芽・生
育することで、法面Ｎの植生緑化が好適に達成されるのであり、硬質土壌や軟岩法面であ
っても、健全な緑化を図り得ることから、この植生マットは、植生緑化の広範囲の分野で
好評に用いられているのである。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
　ところが、上記の構成による植生マットは、保温・保湿の機能が低い点で改良の余地が
残されていたのであり、また、稀ではあるが、降雨が集中した際に植生基材２３が流され
たり、図７（Ｂ）に示すように、植生基材２３が締結部材２５側に偏るように流下して、
上部マット２１が浮いたり、或いは、図７（Ｃ）に示すように、植生基材２３が締結部を
通して下部側の一箇所に流下して、植生基材２３の存しない箇所Ｐが疎らに現出し、この
箇所の植生緑化が成されなかったり、付近からの植生の生育を待つことで、植生緑化が遅
れたりすることで、法面Ｎの均一な植生緑化が図れないことがあったのである。
【０００５】
　この稀に起こる不均一な植生緑化は、マット２１とシートまたは網状体２２との間で植
生基材２３が移動することに起因するのであり、このことから本発明では、鋭意工夫を重
ねて、保温・保湿の機能を発揮する上に、植生基材の移動を抑制する技術を開発したので
あり、本発明は、この技術に基づいて完成された、より導入植物の生育がよい植生マット
を提供することを目的としている。
【０００６】
　また別の観点から、本発明は、保温・保湿の機能を有することに加えて、雨滴の衝撃緩
和、或いは、地表面の凹凸にフィットする機能を備えた植生マット、更には、上記した植
生基材の移動抑制の機能と、雨滴の衝撃緩和の機能と、地表面の凹凸にフィットする機能
を、適宜に兼ね備えた植生マットを提供することを目的としている。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　即ち、本発明は、植物種子の通根を許容する目合いを有するか、又は経時的に脆弱化し
て通根を許容する下被覆材と、植物種子の通芽を許容する目合いを有するか、又は経時的
に脆弱化して通芽を許容する上被覆材との間に、植物種子を含む植生基材を、経時的に脆
弱化して通芽・通根を許容する袋体に充填して成る植生袋を配置し、上下の被覆材を適宜
の間隔で繋留して成る植生マットであって、植生マットの内部に、前記植生袋を覆うよう
に粗大繊維を貼着の手段をとることなく配置した点に特徴がある（請求項１）。
【０００８】
【０００９】
　粗大繊維が保温・保湿の機能を備えることに加えて、粗大繊維が植生基材に絡んで、植
生基材を安定させる機能を発揮することから、植生マット内での植生基材の流下が効果的
に抑制されるのであって、植生基材の存しない箇所がなくなるようになり、これによって
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均一な植生緑化が効果的に達成されることになる。
【００１０】
　特に植生基材を袋体に充填するので、植生基材の流下防止の効果が一層高まることに加
えて、上下の被覆材の繋留作業の工程において、粉塵の舞い上がりが防止されることから
、作業環境の良化が達成される利点がある。
【００１１】
【００１２】
【００１３】
　粗大繊維としては、例えば木毛、木片、シュレッダーダスト、藁などの植物茎葉、解し
た樹皮、布を解した繊維の少なくとも一つが選択され（請求項２）、特に、木毛、木片、
シュレッダーダスト、解した樹皮といった樹木に由来する材料を選択した場合は、繊維自
体が持つ多孔性が保温や調湿作用に寄与することから、植物の生育に有益であり、望まし
い。中でも木毛は、その形状から植物基材とのなじみが良いため、最も効果が高く望まし
い。
【００１４】
　ここで、上被覆材の上下少なくとも一方に、植物種子の通芽を許容する目合いを有する
か、又は経時的に脆弱化して通芽を許容する第２の上被覆材を設置すれば（請求項３）、
植生マットの上部構造の補強が達成されることから、敷設した植生マットの上を歩くよう
な施工を行う上で好適であり、特に、第２の上被覆材を、侵食防止用や保温用などに適し
た素材にすることで、侵食防止効果や保温効果を高め得る利点がある。
【００１５】
　植生保護の対象地域が積雪地である場合、雪崩や凍上による被害を防止するために、好
適には、最上層に補強ネットを備えて、この補強ネットを、それより下層の被覆材よりも
引っ張り強度が高い材料製とすることである（請求項４）。
【００１６】
【発明の実施の形態】
　以下、本発明の参考例を図面に基づいて説明する。図１は地表面（この実施の形態では
法面であり、以下法面という。）Ｎの植生保護状況を示す断面図、図２は法面Ｎの植生保
護に用いて好適な植生マット１を示す斜視図である。そして、図３は植生マット１の製造
説明図を示している。
【００１７】
　上記の植生マット１は、例えば幅１ｍ×長さ３ｍ程度のものであって、次のようにして
製造されている。即ち、先ずは植物種子の通根を許容する目合いを有するか、又は経時的
に脆弱化して通根を許容する下被覆材２上に、植物種子を含む植生基材３を所定の厚み（
例えば１０～３０ｍｍ）で配置する。
【００１８】
　一方、植物種子の通芽を許容する目合いを有するか、又は経時的に脆弱化して通芽を許
容する上被覆材４と粗大繊維５とを用意して、この上被覆材４に対して粗大繊維５を、水
溶性の糊材によって所定の厚み（例えば２～１０ｍｍ）に貼着し、かつ、この上被覆材４
を、粗大繊維５を下側に向けて植生基材３に重ね合わせて、これら上下の被覆材２，４を
繋留手段６によって適宜の間隔で繋留して成る。
【００１９】
　上下の被覆材２，４は、腐食性の植物繊維たとえばヤシ繊維を用いたヤシネットやヤシ
マット、その他、ヘッシャンクロス（麻の織布）や、水により容易に繊維が分散する不織
布、例えばＰＶＡ（ポリビニルアルコール）の繊維を含む不織布や、ＰＶＡフィルム、紙
なかでも水解紙などが好適に用いられるが、腐食性の例えば生分解性や非腐食性の合成樹
脂繊維によるネットやフイルムなどであってもよく、これらの被覆材２，４から、所望す
る植生マット１の強度が得られるように、適宜選択して使用すればよい。
【００２０】
　この際、製品によっては幼芽や幼根の通過が困難と懸念されるならば、小孔や切り割、
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スリットなどを形成すればよい。
【００２１】
　植物種子を含む植生基材３としては、例えばピートモスやバークなどの有機堆肥や化学
肥料、保水剤、土壌改良材などを配合したものが用いられ、粗大繊維５としては、木毛、
木片、シュレッダーダスト、藁などの植物茎葉、解した樹皮、布を解した繊維の少なくと
も一つが好適に用いられる。
【００２２】
　このうちの木毛、木片、樹皮については、間伐材や倒木材を利用することで、安価に入
手可能である。
【００２３】
　法面Ｎの植生保護に際しては、上記の構成による植生マット１の下被覆材２を法面側に
向けて、これを凹凸に馴染ませつつ法面Ｎに敷設し、かつ、適宜アンカー７を打設し、後
は散水または降雨を待って、植生基材３が含む植物種子の法面Ｎへの根張りと、上被覆材
４を通しての植物種子の発芽ならびに生育を期するのである。
【００２４】
　ここで、上記構成の植生マット１においては、上被覆材４に固定した粗大繊維５が保温
・保湿の機能を発揮することに加えて、この粗大繊維５が植生基材３の移動にとって大き
な抵抗体になることから、植生マット１内での植生基材３の流下が効果的に抑制されて、
植生基材３の存しない箇所がなくなるのであり、換言すれば、現植生基材３が法面Ｎ上に
万遍なく存するようになるのであって、これによって法面Ｎの植生緑化が均一に成される
ことになる。
【００２５】
　尚、上記の参考例では、予め上被覆材４に粗大繊維５を貼着させているが、植生マット
１の製造後において、例えば水溶性の糊材を上被覆材４に吹き付けて、この上被覆材４に
粗大繊維５を貼着させる手段をとってもよいのである。
【００２６】
　しかし、このような貼着の手段をとることは必須の要件ではなくて、植生基材３の上に
粗大繊維５を配置する形態や、これとは逆に、下被覆材２の上に粗大繊維５を配置して、
その上に植生基材３を配置する形態、或いは、植生基材３と粗大繊維５とを予め混合して
、この混合物を下被覆材２の上に配置する形態をとって、これらに上被覆材４を重ね合わ
せて、上下の被覆材２，４を繋留手段６によって繋留し、植生マット１としてもよいので
ある。
【００２７】
　そして、本発明の実施の形態に係る植生マットは、図４に示すように、植生基材３を予
め袋体８に充填して配置する形態をとるのであり、即ち、植物種子の通芽・通根を許容す
る目合いを有するか、又は経時的に脆弱化して通芽・通根を許容する被覆材（例えばＰＶ
Ａフィルムや不織布、水解紙など）による袋体８に、植物種子を含む植生基材３を充填し
て、その袋口を閉じ、この植生袋Ｆを、下被覆材２の上に所定の間隔を隔てて並列に配置
して、これを覆うように粗大繊維５を配置し、かつ、この上に上被覆材４を重ね合わせて
、これら上下の被覆材２，４を繋留手段６によって繋留し、植生マット１としてもよいの
である。
【００２８】
　この植生袋Ｆを備えた植生マット１の製造に際して、上記とは逆の手順による製造手段
をとってもよいのである。即ち、上被覆材４の上に粗大繊維５を配置し、この粗大繊維５
の上に植生袋Ｆを配置し、これらを覆うように下被覆材２を配置して、上下の被覆材２，
４を繋留手段６によって適宜の間隔で繋留する手順で植生マット１を製造してもよいので
ある。
【００２９】
　この植生袋Ｆを備えた植生マット１では、植生基材３の流下防止の効果が一層高まるだ
けでなく、上下の被覆材２，４の繋留作業の工程において、植生基材３からの粉塵の舞い
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上がりが防止されることから、作業環境の良化を図り得る利点がある。
【００３０】
　図５に別の参考例に係る実施の形態による植生マット１を示している。この実施の形態
では、図２及び図３に示した植生マット１の製造に際して、上下の被覆材２，４を繋留手
段６によって繋留する前に、植物種子の通芽を許容する目合いの第２の上被覆材９を上被
覆材４に重ね合わせ、上下三枚の被覆材２，４，９を繋留手段６によって繋留して、上部
二層の被覆材４，９を備えた植生マット１を製造しているのである。
【００３１】
　この上部二層の被覆材４，９を備えた植生マット１を得る上で、上記の実施の形態では
、上下の被覆材２，４を繋留する前に、第２の上被覆材９を上被覆材４に重ね合わせてい
るが、上下の被覆材２，４を繋留した後に、上被覆材４に第２の上被覆材９を重ね合わせ
て、この第２の上被覆材９を繋留するようにしてもよいのである。
【００３２】
　或いは、第２の上被覆材９を上被覆材４の下側に重ね合わせるようにしてもよく、この
際、第２の上被覆材９の下側に予め粗大繊維５を貼着するようにしてもよく、また、第２
の上被覆材９の二枚を用いて、これを上被覆材４の上下に重ね合わせるようにしてもよい
のである。
【００３３】
　この植生マット１に用いる第２の上被覆材９の素材は、上記の被覆材２，４と同様のも
のでよく、この構成によれば、上部に二層の被覆材４，９が存する高強度の植生マット１
を得ることができる。
【００３４】
　この際、第２の上被覆材９を、侵食防止用や保温用などに適した素材にすれば、侵食防
止効果や保温効果が高まるのであって、寒冷地域や積雪地域を対象にした植生保護にとっ
て好適であり、ここで、第２の上被覆材９を上被覆材４の上に備えるに際して、この第２
の被覆材９を繋留することなく、単に上被覆材４の上に乗せ付ける設置形態をとってもよ
いのである。
【００３５】
　特に、積雪地域を対象にする場合は、図６に示すように、図２～図５に示した構成の植
生マット１を、これが備える被覆材２，４，９よりも引っ張り強度が高い補強ネット（合
成樹脂製の例えばジオグリッドや金属製のネット）１０で覆うことが、雪崩や凍上による
被害を防止する上で好ましい。
【００３６】
　この補強ネット１０は、植生マット１を法面Ｎに敷設した後に、この植生マット１を被
覆するように設置され、例えばアンカーによって固定されるが、予め植生マット１に固定
しておいてもよく、この場合、植生マット１を法面Ｎに設置する一方、隣り合う植生マッ
ト１の補強ネット１０，１０を互いに連結して、要所をアンカーで法面Ｎに固定するよう
にしてもよい。
【００３７】
　尚、上記の袋体８および第２の上被覆材９として、幼芽や幼根の通過が困難と懸念され
るならば、上下の被覆材２，４と同様に、小孔や切り割、スリットなどを形成すればよい
。
【００３８】
　繋留手段６の縫製糸を含めて、上下の被覆材２，４と袋体８、第２の上被覆材９、補強
ネット１０の全てを、経年に伴って腐食する素材にすることが環境上で最も好ましい。
【００３９】
　繋留手段６として、この実施の形態では縫製糸を用いて、上下の被覆材２，４を縫合し
ているが、繋留手段６としてステープルを用いたり、その他、接着の手段を採用するなど
の変更が可能である。
【００４０】
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　これまでの実施の形態では、植生マット１として、粗大繊維５を上下の被覆材２，４の
間に備えさせているが、この構成の植生マット１に加えて、又は、上下の被覆材２，４の
間に植物種子を含む植生基材３のみを配置して、下被覆材２の裏面と上被覆材４の上面の
少なくとも一方に粗大繊維５を配置する形態で、植生マット１を製造してもよいのである
。
【００４１】
　この場合、粗大繊維５を、例えば水溶性の糊材によって所定の厚みに貼着する配置の形
態をとるものとするが、粗大繊維５を下被覆材２の裏面に配置する形態として、法面Ｎ上
に粗大繊維５を配置して、この上に植生マット１を設置するようにしてもよいのである。
【００４２】
　或いは、粗大繊維５を上被覆材４の上面に配置する形態として、法面Ｎ上に植生マット
１を配置して、この上に粗大繊維５を設置するようにしてもよいのであり、この際、第２
の上被覆材９や補強ネット１０によって、この粗大繊維５を覆う配置の形態をとってもよ
いのである。
【００４３】
　いずれの配置によっても、粗大繊維５が保温・保湿の機能を備えることに加えて、粗大
繊維５を植生マット１の表面に配置した場合は、粗大繊維５の弾力性により、雨滴の衝撃
を緩和する機能を備えた植生マット１を得ることができるのであり、粗大繊維５を植生マ
ット１の裏面に配置した場合は、粗大繊維５が法面Ｎの凹部に入り込むことから、法面Ｎ
の凹凸にフィットさせ易い植生マット１を得ることができるのである。
【００４４】
　そして、粗大繊維５を植生マット１の表面と裏面と内部の複数箇所に複合させて配置し
た場合は、上記の機能を合わせ持つ植生マット１を得ることができるのであって、いずれ
にしても、植生マット１が粗大繊維５による保温・保湿の機能を備えることから、導入植
物がより良好に発芽生育する効果を奏するところの植生マット１を得ることができる。
【００４５】
　尚、植生マット１として、これを座布団大に形成すると、法面Ｎに散在させる場合や法
枠内に設置する場合に好都合である。
【００４６】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明によれば、保温・保湿の機能に加えて、不均一な植生緑化
に繋がる植生基材の流下が効果的に抑制される機能と、雨滴の衝撃を緩和する機能と、地
表面の凹凸にフィットする機能を、それぞれ単体で備えた植生マット、或いは、上記の機
能を適宜に複合させた植生マットが提供される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　参考例を示しており、植生マットによる法面の植生保護の初期状況を示す断面
図である。
【図２】　上記参考例において、一部を破断し、更に別の一部を取り出して拡大図示した
植生マットの斜視図である。
【図３】　上記参考例における植生マットの製造説明図である。
【図４】　本発明の実施の形態に係る植生マットを示しており、植生基材を充填した袋体
配置の植生マットであって、一部を破断し、更に別の一部を取り出して拡大図示した斜視
図である。
【図５】　別の参考例を示しており、第２の上被覆材を備えた植生マットの敷設による法
面の植生保護工法の説明図である。
【図６】　さらに別の参考例を示しており、第２の上被覆材を備えた植生マットを敷設し
た上で、この植生マットを補強ネットで覆った法面の植生保護工法の説明図である。
【図７】　従来例を示し、（Ａ）は植生マットの概略断面図、（Ｂ）は植生基材の偏り状
況を示す断面図、（Ｃ）は繋留部を通して植生基材が下部側の一箇所に流下した状況を示
す断面図である。
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【符号の説明】
　２…下被覆材、３…植生基材、４…上被覆材、５…粗大繊維、８…袋体、９…第２の上
被覆材、１０…補強ネット。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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